
交通事故状況 警 視 庁
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く
ら
し
の
掲
示
板

区　分 発生件数 死　　 者 傷　　 者

県　下 5,940（-588） 59（+3） 6,443（-808）

大崎町 41（-13） ２（+２） 49（-19）

（  　）内は対前年比
平成26年８月末現在

　県下における８月末現在の交通死亡事故は、58件
発生し59人の尊い命が失われております。事故の特
徴としては、高齢者関連の事故が38件発生し、39人
の高齢者が亡くなり、全体の65％を占めています。
　高齢ドライバーの皆さんは、自分の運転技能を自
覚して安全運転に努めるとともに、体調の悪いとき
は運転を控えることも検討しましょう。

交通死亡事故が多発！

当
基
地
で
は
見
学
申
し
込
み
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
石
油
備
蓄
の
こ
と
を

も
っ
と
知
り
た
い
方
、
以
下
に
記
載
の

申
し
込
み
先
ま
で
ぜ
ひ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
当
社
担
当
者
が
同
行
し
て
ご
案
内

し
ま
す
。

【
見
学
時
間
】

　

祝
日
を
除
く
月
曜
日
か
ら
金
曜
日

　

９
時
〜
12
時
・
13
時
〜
16
時

【
申
込
方
法
】　

　

電
話
も
し
く
は
フ
ァ
ッ
ク
ス

（
前
日
ま
で
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
）

【
申
込
内
容
】　

　

見
学
希
望
日
時
、
団
体
名
お
よ
び
人

数
、
交
通
手
段
（
バ
ス
、
自
家
用
車
）

【
所
要
時
間
】　

　

30
分
〜
１
時
間

　
（
見
学
内
容
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

【
申
込
先
】　

　

志
布
志
石
油
備
蓄
株
式
会
社

　

志
布
志
事
業
所
総
務
課

　

肝
属
郡
東
串
良
町
川
東
字
新
洲
崎

　

５
０
２
４
‐
１

※ 

他
の
利
用
状
況
な
ど
に
よ
り
お
受
け

で
き
な
い
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

志
布
志
石
油
備
蓄
株
式
会
社

　

志
布
志
事
業
所
総
務
課

　

☎
0
9
9
４
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６
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‐
７
５
１
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志
布
志
国
家
石
油
備
蓄
基
地

を
見
学
し
ま
せ
ん
か
！

お知らせ

税
関
で
は
従
来
よ
り
、
覚
醒
剤
、
大

麻
な
ど
の
不
正
薬
物
お
よ
び
拳
銃
な
ど

の
密
輸
阻
止
を
重
要
課
題
の
一
つ
と
し

て
位
置
づ
け
、
警
察
、
海
上
保
安
庁
な

ど
と
の
連
携
を
強
化
し
つ
つ
、
積
極
的

な
水
際
取
締
り
を
実
施
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　

こ
の
た
び
、
長
崎
税
関
で
は
、
本
年

10
月
１
日
（
水
）
か
ら
31
日
（
金
）
ま

で
を
『
薬
物
お
よ
び
銃
器
取
締
強
化
期

間
』
と
し
て
、
社
会
悪
物
品
に
対
す
る

水
際
取
締
り
を
さ
ら
に
強
化
す
る
と
と

も
に
税
関
の
役
割
に
つ
い
て
広
く
国
民

の
皆
様
へ
お
知
ら
せ
し
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

【
密
輸
情
報
提
供
の
お
願
い
】　

　

海
港
や
旅
行
な
ど
で
、
不
審
な
貨
物

や
人
物
を
見
か
け
た
、
不
審
な
会
話
を

聞
い
た
な
ど
が
あ
れ
ば
税
関
ま
で
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

鹿
児
島
税
関
支
署
志
布
志
出
張
所
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密
輸
に
関
す
る
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
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２
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６
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『
薬
物
お
よ
び
銃
器
取
締

強
化
期
間
』
の
お
知
ら
せ

お知らせ

　

県
民
手
帳
（
２
０
１
５
年
版
：
平
成

27
年
）の
予
約
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

【
申
込
期
限
】　

10
月
31
日
（
金
）
ま
で

【
申
込
方
法
】

　

お
住
ま
い
の
自
治
公
民
館
長
さ
ん
へ

代
金
（
一
冊
５
４
０
円
）
を
添
え
て
お

申
し
込
み
い
た
だ
く
か
、
役
場
企
画
調

整
課
ま
で
直
接
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
赤
と
黒
が
あ
り
ま
す
。（
Ａ
５
版
）

※
県
内
の
催
し
な
ど
情
報
満
載
で
す
。

　

企
画
調
整
課
企
画
広
報
係
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県
民
手
帳
の
申
し
込
み

に
つ
い
て

お知らせ

鹿
児
島
県
身
障
者
用
駐
車
場
利
用
証

制
度（
パ
ー
キ
ン
グ
パ
ー
ミ
ッ
ト
制
度
）

は
、
公
共
施
設
や
店
舗
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
施
設
に
設
置
さ
れ
て
い
る
身
障
者
用

駐
車
場
を
適
正
に
ご
利
用
い
た
だ
く
た

め
、
障
害
の
あ
る
方
や
介
護
の
必
要
な

高
齢
の
方
、
妊
産
婦
の
方
な
ど
歩
行
が

困
難
と
認
め
ら
れ
る
方
に
対
し
て
、
県

内
共
通
の『
身
障
者
用
駐
車
場
利
用
証
』

を
交
付
す
る
こ
と
で
、
本
当
に
必
要
な

人
の
た
め
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
を

図
る
制
度
で
す
。

同
制
度
は
、
平
成
21
年
11
月
か
ら
実

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
利
用
証

の
有
効
期
間
が
５
年
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
本
年
９
月
１
日
か
ら
、
利
用
証
の

更
新
申
請
の
受
け
付
け
を
開
始
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
。

【
更
新
受
付
】　

　

有
効
期
限
の
２
か
月
前
か
ら

【
受
付
窓
口
】　

　

お
持
ち
の
利
用
証
を
交
付
さ
れ
た
窓

口【
受
付
時
間
】　

　

平
日
13
時
〜
16
時
（
祝
・
祭
日
除
く
）

※ 

詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
、
下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

県
庁
障
害
福
祉
課
地
域
生
活
支
援
係

　

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
４
６

パ
ー
キ
ン
グ
パ
ー
ミ
ッ
ト
制

度
利
用
証
更
新
の
お
知
ら
せ

お知らせ

【
日
時
】　

　

11
月
25
日
（
火
）　

10
時
〜
15
時

【
場
所
】

　

鹿
屋
市
役
所　

６
階
会
議
室

【
相
談
内
容
】

・
宅
地
や
建
物
の
取
引
に
関
す
る
こ
と

・
相
続
、
贈
与
に
関
す
る
こ
と

・
税
金
、
登
記
に
関
す
る
こ
と

【
相
談
員
】

　

弁
護
士
、
税
理
士
、
土
地
家
屋
調
査

士
、
司
法
書
士

【
相
談
料
】　

無
料

　

県
庁
土
木
部
建
築
課
管
理
係

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
３
７
０
７

『
宅
地
建
物
取
引
無
料

相
談
』
の
実
施
に
つ
い
て

お知らせ問

問

問

問

問
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